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【手続補正書】
【提出日】平成29年9月21日(2017.9.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　乗員が座るシートクッションと、
前記シートクッションに座った乗員が背を凭れるシートバックと
を備えた車両用シートであって、
　前記シートバックは、
　乗員が背を凭れる面に配置されて通気性を有するシートカバーと、
　表面を前記シートカバーで覆われて通気用の穴が上下および左右方向に複数形成された
パッド部材と、
　前記シートクッションに座った乗員の腰椎を支えるためのランバー機構部品と、
　前記パッド部材の裏面側に配置された送風機と、
　前記パッド部材に設けた複数の通気用の穴のうちの前記ランバー機構部品よりも上方の
少なくとも一つの穴と前記送風機とを接続するダクトと、
　前記送風機と前記ダクトと前記ランバー機構部品を覆って前記パッド部材の裏面側と密
閉空間を形成するカバーと
を有することを特徴とする車両用シート。
【請求項２】
　請求項１記載の車両用シートであって、前記送風機を作動させることにより、前記シー
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トカバーの表面から前記パッド部材に形成された複数の通気用の穴のうち前記ダクトと接
続された穴以外の穴を通して前記パッド部材の裏面側と前記カバーとで形成された密閉空
間内に空気を吸い込み、前記吸い込んだ空気を前記送風機から前記ダクトを介して前記パ
ッド部材に設けた前記ダクトと接続する通気用の穴から前記シートカバーの表面に吹き出
すことを特徴とする車両用シート。
【請求項３】
　請求項１記載の車両用シートであって、前記送風機を作動させることにより、前記ダク
トを介して前記パッド部材に設けた前記ダクトと接続する通気用の穴から前記シートカバ
ーの表面から空気を吸い込み、前記吸い込んで前記パッド部材の裏面側と前記カバーとで
形成された密閉空間内に導入した空気を前記パッド部材に形成された複数の通気用の穴の
うち前記ダクトと接続された穴以外の穴を通して前記シートカバーの表面から吹き出すこ
とを特徴とする車両用シート。
【請求項４】
　乗員が座るシートクッションと、
前記シートクッションに座った乗員が背を凭れるシートバックと
を備えた車両用シートであって、
　前記シートバックは、
　乗員が背を凭れる面に配置されて通気性を有するシートカバーと、
　表面を前記シートカバーで覆われて通気用の穴が複数形成されたパッド部材と、
　前記パッド部材の裏面側に配置された送風機と、
　前記パッド部材に設けた複数の通気用の穴のうちの前記パッド部材の上部において少な
くとも一つの穴と前記送風機とを接続するダクトとを有し、
前記パッド部材の上部に形成した前記ダクトと接続する通気用の穴を通して前記シートカ
バーの表面からの空気の吸い込み又は空気の吹き出しの何れか一方を前記送風機と接続す
る前記ダクトを用いて行い、前記パッド部材の下部に形成した通気用の穴を通して前記ダ
クトを用いずに前記シートカバーの表面からの空気の吸い込み又は空気の吹き出しの何れ
か一方を行うことを特徴とする車両用シート。
【請求項５】
　請求項１又は４に記載の車両用シートであって、前記送風機としてシロッコファンを用
いたことを特徴とする車両用シート。
【請求項６】
　請求項１又は４に記載の車両用シートであって、前記送風機として軸流ファンを用いた
ことを特徴とする車両用シート。
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